
 

深谷橋低濃度 PCB 廃棄物収集運搬処分業務委託 特記仕様書 

 

第１条 適用範囲 

  本特記仕様書は、飛騨市が実施する「深谷橋低濃度 PCB 廃棄物収集運搬処分業務委託」

に適用する。 

 

第２条 目的  

  本特記仕様書は、飛騨市役所（以下「委託者」という。）が保有する低濃度 PCB 廃棄物の収集

運搬処分業務委託（以下「委託業務」という。）について、必要な事項を定めるものとする。 

 

第３条 業務場所 

  低濃度 PCB 廃棄物収集箇所 

  岐阜県飛騨市宮川町巣之内 305 番地 巣之内倉庫 

 

第４条 業務内容 

 １．PCB 廃棄物の収集運搬処理 

   巣之内倉庫で保管している、以下に示す低濃度 PCB 廃棄物を保管場所から搬出運搬処分す

る。保管場所から収集運搬車両への積込み、処分場への運搬、積み下ろし及び処分に係る一切

の経費は本業務委託に含むものとする。 

  ・廃棄物の種類 塗膜 

  ・容器の性状  金属容器 

  ・荷姿     ドラム缶 

  ・数量     3 缶（ケレンかす・研磨材 養生材・防護服等）（200kg/缶） 

          ＊既発注済工事により変動あり 

  ・PCB 濃度    2.2（mg/kg） 

  ・鉛       47（wt/%） 

  ・六価クロム   22（wt/%) 

  ・容器の返却  不要 

  ・保管場所   屋内 

  ・想定重量   600kg 

  ・発生原因   深谷橋で施工した塗装工事において「循環式エコクリーンブラスト工法」に

より塗膜廃棄物が発生。 

 

 ２．日程調整 

   委託者と協議の上、収集運搬処分日程の調整を行う。 

 

 ３．搬出・処分計画書の作成、提出 

   搬出・処分計画書を作成し委託者へ提出する。 



 

 ４．業務着手届及び業務終了届等 

   契約後、直ちに業務着手届、業務工程表及び業務主任者選任届を提出するものとする。 

   委託業務を終了後、直ちに業務状況写真、業務終了届を提出するものとする。 

 

第５条 再委託の禁止 

  本委託業務について、再委託は一切認めない。 

 

第６条 準拠法規等 

  PCB 廃棄物の収集運搬処分にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「ポリ塩化ビ

フェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」「低濃度 PCB 廃棄物収集・運搬ガイド

ライン」及びその他関係法令を厳守する。 

 

第７条 業務実施に係る留意事項 

１．本業務の実施に際して、発注者の建物、設備及び工作物等に損傷を与えないように十分注意

し、養生を行うこと。なお、損傷を与えた場合は、監督員の指示により直ちに従前の状態に復

旧することとし、その費用については受託者が負担すること。 

２．受託者はこの仕様書に定めのない事項が発生したとき、あるいは委託業務に関して、事故、 

問題等が生じたときには、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示に従うものとす

る。なお、事故の原因が委託業務に起因すると判断される場合、その責任は全て受注者の負担

とする。 

 


